
(高等学校等進学者向け)

令和4(2022)年度 奨学金等制度ガイド

奨学金とは、進学に必要な能力と意欲をもつ子どもたちが家庭事情や経済的理由により進学をあきらめること

な<、 自らの能力や適性等にあった進路を自由に選択できるよう経済的に支援してい<制度です。奨学金には、
給付型、貸与型など様々な制度 (Pl～P3参照)があります。

就学支援金は、全ての意志ある高校生が安心して勉学に打ち込める社会をつ<るため、授業料に充てる「高等
学校等就学支援金」を支給し、家庭の教育費負担を国が支援する制度です。

さらに、大阪府には「私立高等学校等授業料支援補助金」を交付し、府的の私立高校等の授業料を無償とする

制度があります。 (P3～P4参照)

○ ・就学支援金
1・…ト

Ic共

※記載している制度内容は、令和4年6月 (作成時点)のものですので、申請される場合には関係機関等へご確認のうえ、行つてください。

1 大阪府「奨学のための給付金」・ 大阪市奨学費 (給付型)

等学校等ヘ の主し

名 称 及 び 問 合 先 資 格

大阪府料 高等
学校等

「奨学のための綸付金」

・府民お問含せセンター

ビピつとライン

電話 (06)6910-8α)1

・大阪府教育庁

【公立】施設財務課

奨学のための給付金担当

【私立】私学課
奨学のための給付金担当

電話 (06)6941-0351(代 表)

支給決定された場合

○公立
保護者等の指定□座に振込を行い

ます。 (12月末を予定)

○私立 (大阪府認可校)

学校□座へ振込 (代理受領)の後、
学校から保護者等□座へ振込が行われ

ます。 (1月 頃を予定)

○私立 (大阪府認可校以外)
保護者等の指定回座に振込を行い

ます。 (1月頃を予定)

※ 生徒が在学する学校の授業料以外の

徴収金 (納付金)に未納又は未収分
がある場合は、綸付金を充当して

相殺します。

毎年7月 1日時点において、次の①～⑤の
要件を、全て満たしていること

①保護者等 (親権者全員)の申請年度の道府
県民税及び市町村民税の所得割額が非課
税、もしくは生活保護 (生業扶助)受給世
帯であること

②保護者等 (親権者全員)が、大阪府内に在
住していること

③生徒が、高等学校等就学支援金の支綸を受
ける資格を有している、又は学び直しへの

支援の補助対象となっていること

④生徒が、高等学校等就学支援金の支給対象
校́に在学し、休学していないこと   、
千 大阪府外の高等学校等も対象です。  l
l なお、休学者が当該年度の3月 1日まで |

にに復学した場合は、給付対象
となります。リ

⑤生徒が、平成26年4月 1日以降に高等学校等
の第1学年に入学していること

「
平成27年 4月 1日 以降に第2学年に｀
1平成28年 4月 1日 以降に第2・ 3学年に |

ヒ
編転入学している生徒を含みます。   リ

※児童螢議施設に入所している生徒や里親に螢

青されている生徒で、見学旅行費又は特別青
成費が措置されている場合は、この給付金の

対象となりません。

※保護者等 (親権者)のいずれか一方が他の都
道府県に在住している場合は、生活の本拠が

大阪府内にある世帯て、かつ、他の都道府県
に対して奨学のための給付金を申請しない場
合に限り、大阪府に申請できます。

1生活保護 (生業扶助)受給世帯に扶費されている生徒

1国公立

1 私立

2道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額非課税世帯
の生徒で3に該当しない場合

3道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額非課税世帯
の生徒で、生徒と同じ世帯に扶螢されている兄弟姉妹が

以下のいずれかに該当する場合 ※1、 ※2、 ※3
Ra)兄・姉が高等学校等 (全日制・定時制・ 通信制・
1専攻科)に在学する場合

|(b)テl軒諏1膨村むヽ 1〔瑣顧1以上

`:r:】

憲iラ|ミ滴:「そ[`1:::デ :夕;をや履:3:薔 ;書:口
'博

iF13:

｀
C2日制・定賢蹄Dに在学していな1′Ⅵ腹3

国公立 全日制・ 定時制 143,700円

私立 全日制・定時制 152,000円

*

1働いていないこと。 (収入が扶量の範囲内の方は除く〉

年齢及び快慶音(かた用よ 1 日時点で学1鵬Fします。また、
(親樋者〉であること確認

が必要です
以外に扶螢

公立

私 立

量子縁組してしヽなし
されている場合は、上表の兄弟姉妹には該当しません。

全日制 。定時制 。通信制 32,300円

全日制 。定時制 。通信制 52,600円

全B制・ 定時制 114100円

通信制 5a500円

134,600円全日制・ 定時制

52,100円通信制

大阪市奨学費

0大阪市教育委員会事務局
学校運営支援センター

事務管理担当
(就学支援グループ)

電話 (06)6115-7641

hllps://www.cily.osoko.lg.tpl
kyoiku/poge/0000308343.htm|

経済的理由のために、高等宇板、甲番叡

育学校後期課程又は高等専門学校専攻科及
び別科を除く)への修学が困難な生徒で、
毎年7月 1日現在、以下の全ての要件を満た
していること

①高等学校等に在学する生徒
②大阪市内に住民票がある生徒
③市民税非課税世帯 (生活保護で生業扶助
(高校等就学費)を受給している世帯を
除く)に属する生徒、又は児童姜護施設
入所普及び里親に委託されている生徒
④学業が優良で、生活の全般を通して行い
の善良な生徒

○奨学費支給上限額 (年額)

1

上記以外の生徒

※

場合、同綸付金を控除した金額が支給上限額となります。

※大阪府以外の「給付型奨学金」を受綸する方は、併給

調整を行います。

○申請時期
在学する高等学校等を通しての申請となります。
6月初旬～7月 1日まで

○請求に際しては、領収薔等の原本が必要となります。

107,00()円

72,000円
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2 大阪府育英会  (貸与型)
名 称 及 び 問 合 先 格

大阪府青英会興学金貸付

(公財)大阪府育英会
採用貸付課

電話 (06)6357-6272
hitps://wwwoFu― ikuei.o「 .jp

保護者が大阪府民であつて、下記所得基
準 (保護者所得含算)を満たし、高等学校
等に進学を希望し、又は在籍する生徒

【所得基準】
次の算式により所得判定基準額を算出

市町村民税の課税標準額×6%―市町村
民税の調整控除額×3/4(政令指定都市
の場合のみ乗じる)

①入学時増額奨学資金
。国公立。私立とも

所得判定基準額 154,500円未満
(年収めやす 59Ю万円未満)
②奨学資金
0国公立

所得判定基準額 251,100円 未満
(年収めやす 800万円未満)
。私立

所得判定基準額 347,lCЮ円未満
(年収めやす 1,000万 F9未満)
※ 年収めやすは、保護者 1人が働き、子ど
も2人 (高校生1人と中学生1人)の4人
世帯の場合

【貸付限度額】
①入学時増額奨学資金 (無利子)

・国公立   5万 円以内
・私立   25万 円以内 (通信制は15万円以内)

②奨学資金 (無利子)

0国公立・ 私立とも (年収めやす800万円未満)
授業料実質負担額 (※)+その他教育■10万円
(授業料負担が実質無償となる場合は10万円)

・私立のみ (年収めやす8X)万円以上1,000万円未満)
授業料実質負担額の範囲内で24万円を上限

※ 授業料実質員担額 :各校の授業料年額から、国の就
学支援金や大阪府授業料支援補助金、 学校独自の減
免等を差し引いた実質的な授業料負担額

【申込時期】
・予約募集 (奨学資金 。入学時増額奨学資金とも)
中学3年の9月上旬頃～各中学校が定める期間
。在学勢集 (奨学資金のみ)
4月中旬～5月上旬頃で各高校等が定める期間

3 その他の奨学金等 貸付制度 (主なもの)
名称及び問合先 資 格 賞   与 額 等

(教育支援費・就学支度■)

(社福)大阪府社会福祉協議会
電話 (06)6762-9474
h‖ p://wwwЮ sokofusyOkyO.0「lp/
sikiめ u/index.hlml

①大阪府時に居住していること (居住地
と住民票が一致していること)

②他から必要な資金の融資を受けること
が困難な低所得世帯
(他の制度による貸付が可能な場合は、
他の制度を優先して活用していただ
くことになります。)

○教育支援費 (月額)(無利子 )
高校            35,000円 以内
専修学校 (高等課程)   35,(X:Ю円以内
高専        60,000円 以内
※特に必要と認められる場合に限り限度額31き上げも可能

○就学支度費 (無利子)   5CXD,000円 以内
※入学年度の4月末までに申込む必要があります。

◎事前相談が必要です。

大阪市こども青少年局
こども家庭課

電話 (06)6208-8035

,/www.city.osoko.lg.jpl

ひとり親家庭の母又は父、寡婦及びその
扶螢する子、父母のいない20歳未満の子

※ 連帯保証人が必要です。

※ 入学金等を納付済の場合は、就学支度
資金の貸付対象とはならないので、ご
注意ください。

※大阪府育英会の奨学金等との併給は、
原則としてできません。

○修学資金 (月額)(無利子)自宅通学、一般分
高校       27,000(45,OⅨ D)円以内
高専 (1～ 3年)  31,500(48,000)円 以内
′′ (4,5年 )  67,000(93,500)円 以内

0就学支度資金 (入学時のみ)(無利子)
高校      150,000(410,000)円 以内
高専      410,000(580,000)円 以内
※金額は国公立、 ( )内は私立
◎大阪府育英会等との併用については、上限月額との
差額の範囲内で、貸付が受けられる場合があります。
◎必要かつ返済可能な範囲での貸付額となります。
◎事前相談が必要です。

(公財)交通遺児育英会
電話 (0120)521286

/www.kotsuiji.com

保護者等が道路における交通事故で死亡
したり、重い後遺症等で働けないために、
経済的に修学が困難な生徒・学生 (申込時
25歳までの人)
【家計基準】
保護者と子ども2人の3人世帯の収入。

所得の目安は、世帯収入が780万円以下
の方、給与以外の所得の方は360万円以
下

○奨学金 (月額)(無利子)
高校 0高専・専修学校高等課程
2万円、3万円、4万円から選択

○入学一時金 (無利子、1年生のみ)
高校・高専・専修学校高等課程
20万円、40万円、60万円から選択

あしなiび興宇金

あしなが育英会
電話 (0120)77-8565

hitpsi//www.oshno9o.org/

保護者等が、病気や災害 (道路における
交通事故を除く)、 自死 (自殺)などで死
亡、又は著しい障がい (1～ 5級)を負
い、教育費に困つている家庭の生徒・学生

○奨学金 (月額)高校・高専 (貸与部分無利子)
国公立 45,000円 (内 :賞与2万5千円・給付2万円)
私 立 50,000円 (内 :賞与3万円・給付2チD
O入学一時金 (無利子貸与、予約採用者に限る)
私自のみ 300,000円
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3 その他の奨学金等 貸付制度 (主なもの)
名 称 及 び 間 8先  ‐‐ こ

==
=オ

額

保護者の世帯の年間収入 (所得)が
次の金額以下であること

子どもの数 給与所得者 (事業所得者)
1人    790万 円 (600万円)
2人     890万 円 (690万円)
3人     990万 円 (790万円)
4人以上  コールセンターにお問い合わ

せください。

○融資限度額  350万円以内

○貸付利率  年1.80% (令和4年5月現在)

○返済期間  18年以内

◎融資にあたっては審査があります。

日本政策金融公暉
(日の教育ローン)

日本政策金融公庫
教育ローンコールセンター

電話 (0570)008656
(03)5321-8656

https://www.jf c.go.Jpl ※子どもの人数が2人以力で世帯の年間収入 (所得)が上限額を超える場合でも、世帯の年間収入方Ю90万円 (79Ю
万円)以内の場合、申込対象になる場合があります。詳し<はコールセンターにお問い合わせください。

高校等に進学を予定している生徒・保護者
で、市町村等の進路相談窓口の相談を
受けた万

※大阪府育英会の入学時増額奨学資金の

採用候補者で、貸付時期までのつなぎ資金に
ついて、他の貸付制度を利用することが
できない方

※連帯保証人が必要です。

○融資限度額   60万 円以内

○貸付利率 年1.80%(令和4年5月現在)
日本政策金融公庫の利率に準する

◎融資にあたっては書査があります。

P4奨学金等制度についての相談窓口にお問い合わせください。
い ヽせく

ユ ー ア

ロ

高校入学準備資金融資

※ 大阪市外の

授 業 料 等 に つ い て

○ 公立高等学校の授業料等について

※1 入学検定料は、出願前に納付が必要です。
※2 入学料は、入学許可日 (合格発表日)以降の学校が指定する日までに納付が必要です。
※3※4 授業料と学校諸費は、3か月分ずつ年4期 (4月、7月、10月、1月 )に分けて納入します。
ただし、授業料については、次の高等学校等就学支援金の認定を受ければ無償となります。

課程 入学検定料 ※1 入学料 ※2 授業料 ※3 学校諸費等 ※4
全巳制 2,200円 5,650円 118,800円 (月額9,900円 )

学校・ 課程等で

異なります
定時制 950円 2,100円 32,400円 (月額2,700円 )
通信制 800円 500円 1単位あたり年額330円

○ 国の「就学支援金」について

高等学校等就学支援金 (以下、「就学支援金」)は、保護者等の所得等が要件を満たす生徒の授業料を国が生徒
に代わつて負担し、家庭の教育費負担を軽減する制度です。返済の必要はありません。なお、就学支援金制度は授

業料のみが対象です。学校諸費等は、全て生徒が支払うことになります。

1 資格要件
①生徒が日本国内に住所を有し、次の高等学校等に在学していること (国立・公立・私立は間いません)
②次の計算式 (保護者含算)により算出された所得判定基準額が、304,200円未満 (年収めやす910万円未満)
であれば、118,800円が支綸されます。

1市町村民税の課税標準額×6%―市町村民税の調整控除の額×3/4(政令指定都市の場合のみ乗じる)|

・私立高校等には加算があります。所得判定基準額が154,500円未満 (年収めやす590万円未満)で、最大
396,000円が支給されます。
e年収めやすは、保護者のどちらか一方が働き、高校生1人 (16歳以上)、 中学生 1人の4人世帯の場合です。

2 支綸額 (令和4年度 全日制の場合)
限度額 (年額)

～396,000円

～118,800円

年収めやす

所得判定基準額

590万 円未満 1  910万 円未満
154,500円 未満 304,200円 未満
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○ 大阪府の私立高等学校等の授業料無償化制度について

大阪府では、府内の私立高校・高等専修学校等についても、国の「就学支援金」と併せて、私立高等学校等授業
料支援補助金 (以下、「授業料支援補助金」)を交付することにより、国公立高校と同様に授業料を実質無償化す
る制度を実施しています。 (入学金や教科書代、修学旅行積立金などの授業料以外の納付金は支給対象外です)

1 1隅要 平成31年 (2019)年度以降の入学生 (授業料が60万円の学校の場合)

所得判定基準額
(保護者合算)

年収のめやす

保護者の授業料負担年額11 1  1
子ども1人
の世帯

子ども3人以上
の世帯※2 1

～154,500円未満 590万円未満 無償 無償

無償
154,500円～251,100円 未満 800万円未満 20万円 ※3 10万円 ※3

251,100円～304,200円未満 910万円未満 481,200円 ※4※ 5 30万円 ※4 10万円 ※4

※1 所得判定基準額算出式
市町村民税の課税標準額×6%―市町村民税の調整控除の額×3/4(政令指定都市の場合のみ乗じる)

※2保 護者に扶養されている子どもであること
19歳 (高校生は除<)以上の場合は、大学・短大・高等専門学校・専修学校 (専門課程)在学者に限ります。

※3授 業料にかかわらず負担額は変わりません。
※4授 業料が60万円を超える学校の場合、その超えた額と上記負担額の合計額が負担額となります。
(授業料が65万円の学校の場合→上記負担額+5万円)

※5授 業料が60万円未満の学校の場合、授業料から118,800円を引いた額が負担額となります。
(授業料が58万円の学校の場合→保護者負担461,200円 )

2 資格要件
①生徒及び保護者 (親権者全員)が、大阪府内に住所を有していること※1

②「私立高校生等就学支援推進校」|こ指定された大阪府内の私立高校等に10月 1日に在学していること※2
③就学支援金を受給していること※3

④保護者の所得 (親権者合算)が、所得要件を満たしていること

※1 保護者のいずれかが、勤務先の6令による単身赴任で、やむをえず住民票を他府県に移している場合、辞令の写し
等を提出することにより、大阪府内在住とみなす場合があります。

※2 「私立高校生等就学支援推進校」とは、高校生等の就学支援に積極的に協力する私立高等学校や高等専修学校等で
大阪府教育長が指定します。

※3保 護者等が海外に在住しているため、市町村民税の課税情報を証明する書類が提出できない場合は、国の就学支援
金の加算支給分と府の授業料支援補助金は支給されません。

3 留意事項
①就学支援金、授業料支援補助金を受けるための手続きは、全て在学している私立高等学校等で行います。
②両制度とも必要な手続きが終了したのち、在学している私立高等学校等に振り込まれます。
③支援の対象となる場合でも、私立高等学校等への振込み前に納期が到来する授業料は、一旦納付する必要があります。
(授業料の納付が困難な場合は、在学する私立高等学校等にご相談ください)

○ 授業料等についての間含せ窓□

。在学 (進学する)高等学校等
0府民お問合せセンター ピピつとライン   電話 (06)6910-8001
0大阪府教育庁

  1釜‐豊〕1證:::量 1雪量F::1議曇l言 !量ii:営 1優i:当  電話(06)6941-0351(代表)
○ 奨学金等制度についての相談窓□

大阪市教育委員会事務局 学校運営支援センター

事務管理担当就学支援グループ

電話  (06)6115-7651

電話相談   月～金 9:00～ 12:00、 13:00～ 17:30
1固別専門相談 月～金 9:00～ 12:00、 13:00～ 17:00
※ 個別専門相談は事前連絡 (予約)のうえ、お越し<ださい。
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